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１．はじめに

ＨＴＴＲでは、令和 4年度に広領域中性子束検出器（以下「検出器」という。）の更

新（定期的な交換）を計画している。更新作業に伴い、事前に当該機器の設計及び工事

の計画の認可に係る手続きについて確認させて頂きたい。

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第 27 条（設計及び工

事の計画の認可）の第 1 項において、「設計及び工事の計画の認可」を要する事項は、

原子力規制委員会規則に定められた「変更の工事」を対象とすることが定められている。

この「変更の工事」については、「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関

する規則」（以下「試験炉規則」という。）の第 2 条の 2（設計及び工事の計画の認可

を要しない工事等）に、「設計及び工事の方法」の変更を伴う工事以外の工事と定めら

れている。今回の更新は、「設計及び工事の方法」の変更を伴わない工事であることか

ら、設工認申請は要さないと考えている。

２．更新機器

計測制御系統施設のうち

計装のうち

原子炉計装のうち

中性子計装の検出器のうち

広領域中性子束検出器 ３個

３．設備概要

広領域中性子束検出器は、原子炉計装として位置付けられている中性子計装に用い

る検出器である。中性子計装は、広領域及び出力領域の中性子計装によって構成し、原

子炉停止状態から定格出力の 120％までにおいて、原子炉出力に比例した中性子束レベ

ルを連続測定する。なお、広領域中性子束検出器は核分裂計数管、出力領域の中性子束

検出器は電離箱を用いており、原子炉の制御機能及び保護機能に必要な信号を原子炉

制御設備及び原子炉保護設備に送る。
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４．使用前検査の実績

中性子検出器に係る使用前検査として、外観検査＊１及び据付検査＊２を受検している。

使用前検査要領書申請番号：3原研 53第 1号

＊１ 受検年月日 ：H9.7.30

使用前検査番号：399

＊２ 受検年月日 ：H9.8.22

使用前検査番号：406

5．検出器の交換に係る経緯

検出器は、平成 18年、平成 22 年及び平成 23 年に更新した実績を有している。その

際、検出器の製作前において、1)検出器は定期的な交換を想定しているものであり、フ

ランジ等で機械的に接続されていること、2)規格品の核分裂計数管であること、3)設計

（耐震計算、強度計算）の条件となるようなものはないこと、4)事業者の管理のもとで

信頼性の高い製品を製作できることの 4 点を当時の規制当局である文部科学省に説明

したところ、設工認申請は不要である旨の判断を得ている（H15.8.4、H22.5.21）。

なお、今回計画している更新については、平成 28 年 5 月 16 日に更新に係る行政相

談を実施しており、その際、原子力規制庁の定めた「核燃料施設等における新規制基準

の適用の考え方」に則り、新規制基準に基づく原子炉設置変更許可を取得するまでは更

新等に係る設工認申請は認めない旨及び交換する検出器の基本的性能が現行品と同等

であり、検出器の型式に変更がなければ製作段階に係る設工認は要さないが、使用前事

業者検査の項目については別途、相談する旨の指導を受けている。

6．設工認申請の必要性

令和 3 年 5 月 31 日、同 6 月 4 日並びに同 7 月 12 日に実施された JRR-3 の行政相談

（設工認要否）結果を踏まえ、更新する検出器は、下記に示すとおり、既認可品と同一の

性能を有することから、試験炉規則第 2条の 2（設計及び工事の計画の認可を要しない工

事等）第 1項の工事に該当し、設工認の変更は要しないと考えている。

なお、交換後の検出器を含めた中性子計装設備としての復旧後確認の観点から、７．及

び８．に示す使用前事業者検査及び事業者品証に基づく復旧後確認を実施し、記録を残す

こと等、品質マネジメントシステムに基づいた対応を確実に行う。

・同一性能

中性子計装の使用前検査受検時に装荷していた検出器（以下、「既認可品」という。）

及びその後交換した検出器は、高温ガス炉及び高速増殖炉の中性子検出器、軽水炉の事

故後監視に係る中性子検出器としての使用を想定したカタログ製品（参考資料１）であ

る。更新する検出器の型式についても、既認可品と同型式であることから、既認可品と

同一の性能を有している。
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7．使用前事業者検査の検査項目

・外観検査

・据付検査

8．事業者品証に基づく復旧後確認

・性能確認

9．今後の予定

更新する検出器は、令和 4 年 2 月迄に検出器を納入し、令和 4 年 8 月に炉内に装荷す

る予定である。検出器の製作段階においては、事業者品証に基づく調達管理を行うと共に、

炉内装荷の段階において、使用前事業者検査としての外観検査及び据付検査を行う。なお、

検出器の装荷後においては、原子炉運転時における中性子計装の性能確認により、事業者

品証に基づく復旧後確認を行う。

参考資料１：製品カタログ

参考資料２：広領域中性子束検出器 機器仕様比較
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【参考】関係法令

●核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

第 27 条（設計及び工事の計画の認可）第 1項

試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事（核燃料物質若しくは核燃料物質

によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないも

のとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。）をしようとする試験研究

用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に

着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画（以下この条及び次

条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。）について原子力規制

委員会の認可を受けなければならない。ただし、試験研究用等原子炉施設の一部

が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得

ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

●試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則

第 2条の 2（設計及び工事の計画の認可を要しない工事等）第 1項

法第 27条第 1項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつ

て、次条第 1項第 3号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
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